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条  例 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第32号 
   天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成20年９月天理市条例第25 
 号）の一部を次のように改正する。 
  第５条第２項ただし書中「 100分 の 150」とあるのは「 100分 の 165」を「 10 0分 の 135」とあるの 
 は「 10 0分 の 150」に改める。 
第２条 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第５条第２項ただし書中「 100分 の 125」とあるのは「 100分 の 145」を「 100分の 122.5」とある 
 のは「 100分 の 140」に、「 100分 の 135」とあるのは「 100分 の 150」を「 100分の 137.5」とある 
 のは「 100分 の 155」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成22年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成23年４月１日から施行す 
る。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第33号 
   天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市特別職の職員の給与に関する条例（昭和29年７月天理市条例第21号）の一部を次のように 
 改正する。 
  第７ 条た だ し 書中「 100分 の 150」とあるのは「 100分 の 165」を「 10 0分 の 135」とあ る の は 
 「 10 0分 の 150」に改める。 
  附則第５項中「平成23年３月31日」を「平成24年３月31日」に、「 890,000円」を「 862,000円」に、 
 「 759,000円」を「 735,000円」に改める。 
第２条 天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第７ 条た だ し 書中「 100分 の 125」とあるのは「 100分 の 145」を「 100分の 122.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 140」に、「 100分 の 135」とあるのは「 100分 の 150」を「 100分の 137.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 155」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成22年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成23年４月１日から施行す
る。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
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  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第34号 
   天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例（昭和47年３月天理市条例第22号）の一部を次 
 のように改正する。 
  第６ 条た だ し 書中「 100分 の 150」とあるのは「 100分 の 165」を「 10 0分 の 135」とあ る の は 
 「 10 0分 の 150」に改める。 
  附則第６項中「平成23年３月31日」を「平成24年３月31日」に、「 650,000円」を「 630,000円」に 
 改める。 
第２条 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第６ 条た だ し 書中「 100分 の 125」とあるのは「 100分 の 145」を「 100分の 122.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 140」に、「 100分 の 135」とあるのは「 100分 の 150」を「 100分の 137.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 155」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成22年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成23年４月１日から施行す
る。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第35号 
   天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 
第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号）の一部を次のように 
 改正する。 
  第20条第１項中「第20条の３まで」の次に「及び附則第９項第３号」を加え、同条第２項中「1 0 0分 
 の1 5 0」を「 10 0分 の 135」に改め、同条第３項中「 100分 の 150」を「 10 0分 の 135」に、「1 0 0分 
 の85」を「 100分の 80」に改め、同条第４項中「死亡した日現在」の次に「。附則第９項第３号におい 
 て同じ。」を加える。 
  第21条第１項中「この条」の次に「及び附則第９項第４号」を加え、同条第２項第１号中「次項」の 
 次に「及び附則第９項第４号」を加え、「 100分の 70」を「 100分の 65」に改め、同項第２号中「1 0 0 
 分の35」を「 100分の 30」に改める。 
  附則第９項を次のように改める。 
  （55歳に達した特定職員の給料月額の減額支給等） 
 ９ 当分の間、職員（次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除く｡)のう 
  ち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務 
  の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という｡)に対 
  する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の４月１日 
  （特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員となった場合にあって 
  は、特定職員となった日）以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相 
  当する額を減ずる。 
  (１) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分 の 1. 5を乗じて得た額（当該特定職員の給料月額 
   に100分の 98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額 
   に達しない場合（以下この項、附則第11項及び第12項において「最低号給に達しない場合」とい 
   う｡)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給 
   の給料月額を減じた額（以下この項及び附則第11項において「給料月額減額基礎額」という｡)） 
  (２) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分 の 1. 5を乗じて得た額 
   （最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額） 
  (３) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対 
   する地域手当の月額の合計額（第20条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、 
   当該合計額に同項に規定する1 0 0分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た 
   額を加算した額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に 
   規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合 
   を乗じて得た額に、100分 の 1. 5を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれ 
   その基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当 
   の月額の合計額（同条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に 
   同項に規定する1 0 0分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した 
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   額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合 
   を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た 
   額） 
  (４) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対 
   する地域手当の月額の合計額（第21条第４項において準用する第20条第５項の規定の適用を受ける 
   職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する1 0 0分の20を超えない範囲内で市長 
   が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」と 
   いう｡)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第２項前段に規定する割合を乗じて得 
   た額に100分 の 1. 5を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現 
   在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計 
   額（同条第４項において準用する第20条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額 
   に、当該合計額に同項に規定する1 0 0分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて 
   得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という｡)に、当該特定職員に支 
   給される勤勉手当に係る第21条第２項前段に規定する割合を乗じて得た額） 
  (５) 第24条第１項から第４項まで又は第６項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用さ 
   れる次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額 
   ア 第24条第１項 前各号に定める額 
   イ 第24条第２項又は第３項 第１号から第３号までに定める額に1 0 0分の80を乗じて得た額 
   ウ 第24条第４項 第１号及び第２号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される 
    給与に係る割合を乗じて得た額 
   エ 第24条第６項 第３号に定める額に1 0 0分の80を乗じて得た額 

給料表 職務の級 

行政職給料表 ６級 

教育職給料表 ３級 

医療職給料表(３) ６級 

  附則第10項を附則第13項とし、附則第９項の次に次の３項を加える。 
 10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合におけ 
  る同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 
 11 附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第15条までに規定 
  する勤務１時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額か 
  ら、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時 
  間に52を乗じたものから市長が定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分 の 1. 5を 
  乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当 
  の月額の合計額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める休 
  日の勤務時間を減じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額とする。 
 12 附則第９項の規定が適用される間、第21条第２項第１号に定める額は、同号の規定にかかわらず、 
  同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第９項の規定により給与が減ぜられて支 
  給されるものの勤勉手当減額対象額に1 0 0分の0. 9 7 5を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあ 
  っては、勤勉手当減額基礎額に1 0 0分の65を乗じて得た額）の総額に相当する額を減じた額とする。 
  別表第１及び別表第２を次のように改める。 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 5 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 6 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 7 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 8 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 9 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 10 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 11 - 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 12 - 

 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 13 - 

  別表第３イ及びウを次のように改める。 
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第２条 天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第20条第２項中「 100分 の 125」を「 100分の 122.5」に、｢ 1 0 0分 の 1 3 5」を「 100分の 137.5」 
 に改 め 、 同 条 第 ３ 項中「 100分 の 125」を｢ 1 0 0分 の 12 2 . 5」に、「 100分 の 135」を「 100分 の 
 137.5」に改める。 
  第21条第２項第１号中「 100分の 65」を「 100分の67.5」に改め、同項第２号中「 100分の 30」を 
 「 100分の32.5」に改める。 
  附則第12項中「 100分の 0.975」を「100分の1.0125」に、「 100分の 65」を「 100分の67.5」に改 
 める。 
 （天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 
第３条 天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成18年３月天理市条例第５号） 
 の一部を次のように改正する。 
  附則第７項中「以下この項」を「第１号」に、「平成21年改正条例附則第２項第１号に規定する減額 
 改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の 99.76」を「次の各号に掲げる職員である 
 者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合」に改め、「相当する額」の次に「（給与条例附 
 則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の 98.5を乗じて得 
 た額）」を加え、同項に次の２号を加える。 
  (１) 平成21年改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員 100分の 99.59 
  (２) 前号に掲げる職員以外の職員（医療職給料表（１）の適用を受ける職員を除く｡) 1 0 0分の 
   9 9 . 8 3 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成22年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成23年４月１日から施行 
 する。 
 （平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に 
 関する条例（以下「改正後の給与条例」という｡)第20条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適 
 用する場合を含む｡)及び第４項から第６項まで、第24条第１項から第３項まで若しくは第６項、附則第 
 ９項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成９年３月天理市条 
 例第３号）第４条第１項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この 
 項において「基準額」という｡)から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という｡)に 
 相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支 
 給しない｡ 
 (１) 平成22年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用 
  される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲 
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  げるものであるもの（改正後の給与条例附則第９項の規定が施行されていたとした場合においても同 
  項の規定の適用を受けず、かつ、天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平 
  成18年３月天理市条例第５号）附則第７項の規定の適用を受けない職員に限る｡)若しくは医療職給料 
  表（１）の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員（以下この項において「減額改定対象職員」 
  という｡)となった者（同年４月１日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定 
  めるものを除く｡)にあっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該 
  日のうち市長が定める日））において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住 
  居手当及び天理市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和55年３月天理市条例第１ 
  号）第３条第１項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の 0.28を乗じて得た額に、同月から 
  この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行 
  日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職 
  員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間 
  を考慮して市長が定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 
１級 １号給から93号給まで 
２級 １号給から64号給まで 
３級 １号給から48号給まで 
４級 １号給から32号給まで 
５級 １号給から24号給まで 
６級 １号給から16号給まで 

行政職給料表 

７級 １号給から４号給まで 
１級 １号給から92号給まで 
２級 １号給から84号給まで 教育職給料表 
３級 １号給から40号給まで 
１級 １号給から85号給まで 
２級 １号給から72号給まで 
３級 １号給から56号給まで 
４級 １号給から44号給まで 

医療職給料表（２） 

５級 １号給から28号給まで 
１級 １号給から96号給まで 
２級 １号給から80号給まで 
３級 １号給から56号給まで 
４級 １号給から44号給まで 
５級 １号給から28号給まで 

医療職給料表（３） 

６級 １号給から８号給まで 
 (２) 平成22年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して市長が定めるも 
  のを除く｡)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の 0.28を乗じて得た額 
 （平成22年４月１日前に55歳に達した職員に関する読替え） 
３ 平成22年４月１日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第９項の規定の適用について 
 は、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の４月１日」とあるのは「天理市一般職の 
 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成22年11月天理市条例第35号）の施行の日」と、 
 「55歳に達した日後における最初の４月１日後」とあるのは「同日後」とする。 
 （その他） 
４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
 （天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 
５ 天理市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条例第３号）の一部を次のように 
 改正する。 
  第８条の２第１項中「昭和44年３月天理市条例第４号」の次に、「。以下「給与条例」という。」を 
 加える。 
  第15条第３項中「天理市一般職の職員の給与に関する条例」を「給与条例」に、「同条例」を「給与 
 条例」に改める。 
  附則に次の１条を加える。 
  （給与条例附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え） 
 第６条 給与条例附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第３項の規 
  定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第11項」とする。 
 （天理市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 
６ 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２号）の一部を次のように改正す 
 る。 
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  附則に次の４項を加える。 
  （給与条例附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する給与 
  条例の特例） 
 ３ 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第９項第１号、第３号及び第４号の規定の適用について 
  は、同項第１号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に給与条例第６条第１項に規定す 
  る育児短時間勤務算出率を乗じて得た額」と、「を減じた額」とあるのは「に育児短時間勤務算出率 
  を乗じて得た額を減じた額」と、同項第３号及び第４号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を 
  育児短時間勤務算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額 
  基礎額を育児短時間勤務算出率で除して得た額」とする。 
 ４ 第16条の通知を受けて育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第９項の 
  規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。 
 ５ 短時間勤務職員に対する給与条例附則第９項第１号の規定の適用については、同号中「号給の給料 
  月額」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間等条例第２条第４項の規定により定められたその者の 
  勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下この項において「算出率」という｡) 
  を乗じて得た額」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。 
 ６ 給与条例附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用に 
  ついては、同条中「第17条」とあるのは、「附則第11項」とする。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 天理市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市条例第36号 
   天理市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 
第１条 天理市上下水道事業管理者の給与に関する条例（平成22年３月天理市条例第18号）の一部を次の 
 ように改正する。 
  第６ 条 た だ し 書中「 100分 の 150」とあるのは「 100分 の 165」を「 10 0分 の 135」とあるのは 
 「 10 0分 の 150」に改める。 
  附則第２項中「平成23年３月31日」を「平成24年３月31日」に、「 640,000円」を「 620,000円」に 
 改める。 
第２条 天理市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第６ 条た だ し 書中「 100分 の 125」とあるのは「 100分 の 145」を「 100分の 122.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 140」に、「 100分 の 135」とあるのは「 100分 の 150」を「 100分の 137.5」とあるのは 
 「 10 0分 の 155」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成22年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成23年４月１日から施行す
る。 

規  則 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第29号 
   給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 
 給料等の支給に関する規則（昭和44年４月天理市規則第６号）の一部を次のように改正する。 
 第32条第１号中「100分 の 14 0」を「100分 の 13 0」に改め、同条第２号中「1 0 0分 の 7 0」を「1 0 0 
分の60」に改める。 
 附則第７項を次のように改める。 
 （条例附則第９項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算） 
７ 条例附則第９項第２号から第４号までに規定する地域手当の月額に１円未満の端数があるときは、そ 
 の端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。 
 附則に次の２項を加える。 
 （条例附則第９項の規定により勤勉手当の額から減ずる額に関する端数計算） 
８ 勤勉手当に係る端数計算について第33条に定めるもののほか、次に掲げる額に１円未満の端数を生じ 
 たときは、これを切り捨てるものとする。 
 (１) 条例附則第９項第４号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給 
  料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額（条例第20条第５項の規定の適用を受ける職員にあ 



 平成22年12月10日 金曜日        天理市公報 

- 23 - 

  っては、当該合計額に、当該合計額に第23条の２第２項に定める割合を乗じて得た額を加算した額） 
  （条例附則第９項第１号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項第４号に規定するそれ 
  ぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額（同項第１号の給料月額 
  減額基礎額をいう。以下この号において同じ｡)及びこれに対する地域手当の月額の合計額（条例第20 
  条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第23条の２第２項に定 
  める割合を乗じて得た額を加算した額）） 
 (２) 条例附則第９項第４号に規定する勤勉手当減額対象額（同項第１号の最低号給に達しない場合に 
  あっては、勤勉手当減額基礎額） 
 （条例附則第９項の規定により減ずる額の日割計算） 
９ 給与期間の中途において、条例附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員 
 （以下「減額支給対象職員」という｡)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員 
 が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第４条第１項各号に掲げる場合 
 に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第９項各号（第３号及び第４号を除く｡)に定める額に 
 相当する額の計算は、日割計算による。 
   附 則 
 この規則は、平成22年12月１日から施行する。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第30号 
   平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則 
 平成18年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（平成18年３月天理市規則
第４号）の一部を次のように改正する。 
 第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 
 第４条第１項中「前条第７号」を「前条第６号」に、「同条第７号」を「同条第６号」に改め、「相当 
する額」の次に「（天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号。以下「給 
与条例」という｡)附則第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に1 0 0分 
の98.5を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「、当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 7 6を乗じ 
て得た額（その」を「当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 5 9を乗じて得た額とし、これらの者以外 
の者（基準日において医療職給料表（１）の適用を受ける者（以下「医療職（１）適用職員」という｡) 
（基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く｡)及び基準日の 
翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動 
があったものとした場合に基準日において医療職給料表（１）適用職員である者となることとなるものを 
除く｡）にあっては当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 8 3を乗じて得た額とし、それらの」に、 
「切り捨てた額）」を「切り捨てた額とする。」に改め、同項第２号中「、当該給料月額に相当する額に 
1 0 0分の99 . 7 6を乗じて得た額（その」を「当該給料月額に相当する額に1 0 0分の9 9. 5 9を乗じて得た額 
とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者（基準日において医療職給料表（１）適用職 
員であるものを除く｡)にあっては当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 8 3を乗じて得た額とし、それ 
らの」に、「切り捨てた額）」を「切り捨てた額とする。」に改め、同項第３号中「、当該給料月額に相 
当する額に1 0 0分の99 . 7 6を乗じて得た額（その」を「当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 5 9を乗 
じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者（基準日において医療職給料表 
（１）適用職員であるものを除く｡)にあっては当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 8 3を乗じて得た 
額とし、それらの」に、「切り捨てた額）」を「切り捨てた額とする。」に改め、同項第４号ア中「 1 0 0 
分の99.76」を「1 0 0分の99 . 5 9を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員であ 
る者（基準日において医療職給料表（１）適用職員であるものを除く｡)にあっては当該給料月額に相当す 
る額に1 0 0分の99 . 8 3」に改め、「その額」を「それらの額」に改め、「切 り捨 てた 額」の次に「とす 
る。」を加え、同号イ中「1 0 0分の99 . 7 6を乗じて得た額とし、その」を「1 0 0分の99 . 5 9を乗じて得た 
額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者（基準日において医療職給料表（１）適用 
職員であるものを除く｡)にあっては当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 8 3を乗じて得た額とし、そ 
れらの」に改め、同項第５号を削り、同項第６号を同項第５号とし、同条第２項中「相当する額」の次に 
「給与条例第９項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に1 0 0分の98.5を乗 
じて得た額）」を加える。 
 第５条第１項中「1 0 0分の99 . 7 6を乗じて得た額とし、その」を「1 0 0分の99 . 5 9を乗じて得た額とし、 
基準日において減額改定対象職員以外の職員である者（基準日において医療職給料表（１）適用職員であ 
るものを除く｡)にあっては当該給料月額に相当する額に1 0 0分の99 . 8 3を乗じて得た額とし、それらの」 
に改める。 
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 第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 
 （端数計算） 
第６条 平成18年改正条例附則第７項の規定による給料の額に１円未満の端数があるときは、その端数を 
 切り捨てた額をもって当該給料の額とする。 
   附 則 
この規則は、平成22年12月１日から施行する。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則をここに公布する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
天理市規則第31号 
   平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則 
 （減額改定対象職員となった者の改正条例附則第２項第１号の給料等の月額の算定の基準となる日の特 
 例） 
第１条 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成22年11月天理市条例第35 
 号。以下「改正条例」という｡)附則第２項第１号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成22 
 年４月１日から同年12月１日（同月に支給する期末手当について改正条例第１条の規定による改正後の 
 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４号）第20条第１項後段又は第24 
 条第６項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基 
 準日」という｡)までの期間の全期間が職員（天理市一般職の職員の給与に関する条例（以下「条例」と 
 いう｡)第23条に規定する職員を除く。以下同じ｡)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる 
 者として勤務した期間であるものとする。 
 (１) 企業職員（天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年 
  12月天理市条例第35号）の適用を受ける職員をいう｡) 
 (２) 特別職に属する職員 
 (３) 国家公務員 
 (４) 他の地方公共団体の職員 
２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める日は、平成22年４月２日（同日から基準日までの期間にお 
 いて新たに職員となった日（当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる 
 者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該 
 日を除く｡)がある場合は当該日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い日））から基準日 
 までの期間における減額改定対象職員（同項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ｡)と 
 なった日のうち最も早い日とする。 
 （在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第２項第１号の月数の算定） 
第２条 改正条例附則第２項第１号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。 
 (１) 職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であっ 
  て、平成22年４月１日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第１項 
  各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基 
  準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した 
  期間以外のものを含む｡) 
 (２) 休職期間（地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号。以下「法」という｡)第28条第２項の規定によ 
  り休職にされていた期間（給料の全額を支給された期間を除く｡)をいう｡)、専従休職期間（法第55条 
  の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう｡)、大学院修学休業期間（教育公務員特 
  例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう｡)、育児 
  休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第1 1 0号。以下「育児休業法」とい 
  う｡)第２条の規定により育児休業をしていた期間をいう｡)又は育児短時間勤務等期間（育児休業法第 
  10条第１項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間 
  をいう｡) 
 (３) 停職期間（法第29条の規定により停職にされていた期間をいう｡) 
 (４) 天理市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月天理市条例第２号）第21条、天理市職員の 
  勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月天理市条例第３号）第15条第３項若しくは第16条第３ 
  項若しくは家族の介護を行う天理市職員の休業に関する条例（平成13年３月天理市条例第17号）第10 
  条第１項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第１項の規定による許可を得て勤務しなか 
  ったことにより給与を減額された期間 
 (５) 条例第12条の規定により給与を減額された期間 
 (６) 減額改定対象職員以外の職員であった期間 
２ 改正条例附則第２項第１号の市長が定める月数は、平成22年４月からこの規則の施行の日の属する月 
 の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。 
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 (１) 前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月 
 (２) 前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除く｡)であって、その月につ 
  いて支給された給料の額が改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に1 0 0分の0.28を乗じて得た 
  額（以下「附則第２項第１号基礎額」という｡)に満たないもの 
 （改正条例附則第２項第２号に掲げる額を調整額に含めない職員） 
第３条 改正条例附則第２項第２号の任用の事情を考慮して市長が定めるものは、平成22年６月１日にお 
 いて減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者（当該期間の 
 全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第１条第１項各号に掲げる者として勤務した期 
 間である者を含む｡)以外の職員とする。 
 （端数計算） 
第４条 附則第２項第１号基礎額又は改正条例附則第２項第２号に掲げる額に１円未満の端数を生じたと 
 きは、これを切り捨てるものとする。 
 （その他） 
第５条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し 
 必要な事項は、市長が定める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成22年12月１日から施行する。 
 （平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止） 
２ 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則（平成21年11月天理市規則第22号） 
 は、廃止する。 

                                  （平成22年11月８日掲示済） 
天理市告示第3 3 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月８日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月８日から平成23年１月６日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ァ 移動費 2,000円 
  ィ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課 電話0743－63－1001 

 
                                  （平成22年11月９日掲示済） 
天理市告示第3 3 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項

告  示 
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の規定により告示する。 
  平成22年11月９日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月９日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月９日から平成23年１月７日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月10日掲示済） 
天理市告示第3 3 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月10日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月10日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月10日から平成23年１月８日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月11日掲示済） 
天理市告示第3 3 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月11日から平成23年１月９日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
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    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月12日掲示済） 
天理市告示第3 3 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月12日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月12日から平成23年１月10日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月15日掲示済） 
天理市告示第3 3 7号 
 地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第40条の２第１項の規定により、平成22年４月１日から平成 
22年９月30日までにおける本市病院事業、水道事業及び下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 
  平成22年11月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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                                  （平成22年11月15日掲示済） 
天理市告示第3 3 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月15日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
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４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月15日から平成23年１月13日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月16日掲示済） 
天理市告示第3 3 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月16日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月16日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月16日から平成23年１月14日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月17日掲示済） 
天理市告示第3 4 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月17日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月17日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月17日から平成23年１月15日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月18日掲示済） 
天理市告示第3 4 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月18日 
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                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月18日から平成23年１月16日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月18日掲示済） 
天理市告示第3 4 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成22年11月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月18日 
３ 移動対象区域 
  天理市西井戸堂町1 4 1番地１先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月18日から平成23年１月16日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月19日掲示済） 
天理市告示第3 4 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月19日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月19日から平成23年１月17日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
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（以下 略） 
 

                                  （平成22年11月19日掲示済） 
天理市告示第3 4 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成22年11月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月19日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町2 5 5番地先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月19日から平成23年１月17日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月22日掲示済） 
天理市告示第3 4 5号 
 平成22年第２回天理市議会臨時会を、次のとおり招集する。 
  平成22年11月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 期  日  平成22年11月30日 
２ 場  所  天理市役所議事場 
３ 付議事件 
 ○ 天理市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について 
 ○ 天理市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 
 ○ 天理市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正について 
 ○ 天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 ○ 天理市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正について 

 
                                  （平成22年11月22日掲示済） 
天理市告示第3 4 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月22日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月22日から平成23年１月20日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
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    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月24日掲示済） 
天理市告示第3 4 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月24日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月24日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月24日から平成23年１月22日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月25日掲示済） 
天理市告示第3 4 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月25日から平成23年１月23日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月26日掲示済） 
天理市告示第3 4 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月26日 
３ 移動対象区域 
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  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月26日から平成23年１月24日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月26日掲示済） 
天理市告示第3 5 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同
条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成22年11月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月26日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町3 4 1番地１先放置禁止区域外 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月26日から平成23年１月24日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月29日掲示済） 
天理市告示第3 5 1号 
 平成22年第４回天理市議会定例会を、次のとおり招集する。 
  平成22年11月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
１ 期  日  平成22年12月６日 
２ 場  所  天理市役所議事場 

 
                                  （平成22年11月29日掲示済） 
天理市告示第3 5 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月29日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月29日から平成23年１月27日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
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  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 5 3号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第1 4 3条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出
があればいつでも交付する。 
  平成２２年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
 送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略 
 （注意） 介護保険法第1 4 3条の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときは、書 
     類の送達があったものとみなす。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 5 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年11月30日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年11月30日から平成23年１月28日まで（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律 
  第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
天理市告示第3 5 5号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成22年11月30日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 撤去日 
  平成22年11月30日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 平成22年11月30日から平成23年５月29日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭 
  和23年法律だ1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後５時まで 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
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５ 連絡先 
  天理市開発公社 電話 0743－63－7210 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成22年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 5 6号 
 屋外広告物法（昭和24年法律第1 8 9号）第８条の規定により、下記のとおり違反広告物を保管したので
告示する。 
  平成22年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  

整
理
番
号 

名称 種類 数
量 

設置場所 除却日 保管開始日 

保
管
場
所 

立看板 ２ 
１ 福岡屋 

のぼり １ 
櫟本町 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．11．18 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．11．18 

はり札 13 
２ 日成ホーム 

立看板 ６ 
櫟本町 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．９．16 
Ｈ22．11．18 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．９．16 
Ｈ22．11．18 

３ 
不動産 
（090-5040-3087） 

立看板 23 
櫟本町、別所町、荒蒔町 
二階堂上ノ庄町、前栽町 
中町、富堂町 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．９．16 
Ｈ22．10．５ 
Ｈ22．11．18 

Ｈ22．８．31 
Ｈ22．９．２ 
Ｈ22．９．16 
Ｈ22．10．５ 
Ｈ22．11．18 

４ 
不動産 
（090-1962-5566） 

立看板 24 
櫟本町、二階堂上ノ庄町 
荒蒔町、平等坊町 
南六条町 

Ｈ22．９．16 
Ｈ22．10．５ 
Ｈ22．11．18 

Ｈ22．９．16 
Ｈ22．10．５ 
Ｈ22．11．18 

５ ㈲前川ホーム 立看板 １ 富堂町 Ｈ22．９．16 Ｈ22．９．16 
６ 賃貸倶楽部 はり札 ５ 前栽町 

７ 三貴ホーム はり札 ７ 
柳本町、西長柄町 
二階堂上ノ庄町、勾田町 

はり札 ２ 備前町、西長柄町 
８ アパマンショップ 

のぼり １ 櫟本町 
９ 賃貸館 はり札 １ 櫟本町 
10 堀田晃和 立看板 ２ 柳本町 
11 ぶどう のぼり ２ 櫟本町 
12 ならまち不動産 はり札 ２ 櫟本町 

Ｈ22．11．18 Ｈ22．11．18 

市
役
所
地
下
駐
車
場 

 連絡先 天理市建設部都市計画課 （0743－63－1001） 
 

                                  （平成22年12月１日掲示済） 
天理市告示第3 5 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年12月１日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
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    平成22年12月１日から平成23年１月29日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 5 8号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市
条例第30号）第18条の規定により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
れば、いつでも交付する。 
  平成22年12月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
 送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名 略 
 （注意） 地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類 
     の送達があったものとみなす。 

 
                                  （平成22年12月２日掲示済） 
天理市告示第3 5 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年12月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年12月２日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成22年12月２日から平成23年１月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成22年12月３日掲示済） 
天理市告示第3 6 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成22年12月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成22年12月３日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
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    平成22年12月３日から平成23年１月31日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの期間を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

                                  （平成22年11月17日掲示済） 
天理市公告第43号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定
めたので、同法第19条の規定により公告する。 
  平成22年11月17日 
                                   天理市長 南  佳 策  
 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 

 
                                  （平成22年11月22日掲示済） 
天理市公告第44号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第１項の規定に基づき定めた天理農業
振興地域整備計画は、同法第13条の規定に基づき変更したので、同条第４項において準用する同法第12条
第１項の規定に基づき公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同法第13条第４項において
準用する同法第12条第２項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供する。 
  平成22年11月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１．変更後の農業振興地域整備計画書写しの縦覧場所 
  天理市役所環境経済部農林課 天理市川原城町6 0 5番地 

 
                                  （平成22年12月１日掲示済） 
天理市公告第45号 
 大和都市計画地区計画を決定するため、天理市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成３年３月
天理市条例第11号）第２条の規定により、次のとおり公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧に供しま
す。 
  平成22年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１．地区計画の種類 
  地区計画 
２．地区計画の名称 
  郡山ＩＣ南地区地区計画 
３．地区計画の位置 
  天理市南六条町の一部 
４．地区計画の区域 
  別添図面のとおり 略 
５．地区計画の面積 
  約1 . 1ヘクタール 
６．地区計画の原案の縦覧場所 
  天理市川原城町6 0 5番地 天理市建設部都市計画課内 
７．地区計画の原案の縦覧期間 
  平成22年12月２日から12月15日まで 
８．地区計画の原案に対する意見の提出方法 
  この地区計画の原案について意見を提出しようとする者は、規則に規定する意見書（様式）に権利を 
 有する土地の付近見取図（１／2500の縮尺のもの）を添えて、天理市建設部都市計画課に平成22年12月 
 22日までに必着するように提出してください。 

 
                                  （平成22年12月１日掲示済） 
天理市公告第46号 
 大和都市計画地区計画を決定するため、天理市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成３年３月
天理市条例第11号）第２条の規定により、次のとおり公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧に供しま
す。 

公  告 
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  平成22年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１．地区計画の種類 
  地区計画 
２．地区計画の名称 
  稲葉地区地区計画 
３．地区計画の位置 
  天理市稲葉町及び嘉幡町の一部 
４．地区計画の区域 
  別添図面のとおり 略 
５．地区計画の面積 
  約3 . 9ヘクタール 
６．地区計画の原案の縦覧場所 
  天理市川原城町6 0 5番地 天理市建設部都市計画課内 
７．地区計画の原案の縦覧期間 
  平成22年12月２日から12月15日まで 
８．地区計画の原案に対する意見の提出方法 
  この地区計画の原案について意見を提出しようとする者は、規則に規定する意見書（様式）に権利を 
 有する土地の付近見取図（１／2500の縮尺のもの）を添えて、天理市建設部都市計画課に平成22年12月 
 22日までに必着するように提出してください。 

 
                                  （平成22年12月１日掲示済） 
天理市公告第47号 
 大和都市計画地区計画を変更するため、天理市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成３年３月
天理市条例第11号）第２条の規定により、次のとおり公告し、当該地区計画の変更の原案を公衆の縦覧に
供します。 
  平成22年12月１日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１．地区計画の種類 
  地区計画 
２．地区計画の名称 
  遠田地区地区計画 
３．地区計画の位置 
  天理市遠田町の一部 
４．地区計画の区域 
  別添図面のとおり 略 
５．地区計画の面積 
  約4 . 0ヘクタール 
６．地区計画の変更の原案の縦覧場所 
  天理市川原城町6 0 5番地 天理市建設部都市計画課 
７．地区計画の変更の原案の縦覧場所 
  平成22年12月２日から12月15日まで 
８．地区計画の変更の原案に対する意見の提出方法 
  この地区計画の変更の原案について意見を提出しようとする者は、規則に規定する意見書（様式）に 
 権利を有する土地の付近見取図（１／2500の縮尺のもの）を添えて、天理市建設部都市計画課に平成22 
 年12月22日までに必着するうように提出してください。 

教育委員会 
                                  （平成22年11月26日掲示済） 
天教告示第15号 
 平成22年12月３日午後１時30分から12月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 
  平成22年11月26日 
                                  天理市教育委員会 
                                   委員長 落 合 啓 男  

農業委員会 
                                  （平成22年11月25日掲示済） 
天農委告示第12号 
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 平成22年12月３日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成22年11月25日 
                                   天理市農業委員会 
                                    会長 森 田 周 作  
 
議案第１号 農地法（昭和27年法律第229号）第３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法第５条に関する許可申請について 
議案第３号 天理農業振興地域整備計画の変更について 
議案第４号 その他 
      ① 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について 
      ② 市街化区域の専決処分について 

選挙委員会 

                                  （平成22年11月16日掲示済） 
天選告示第22号 
 公職選挙法（昭和25年法律第1 0 0号）第23条第１項及び第30条の７第１項の規定により、平成22年12月
３日から同月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面並び
に在外選挙人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した書面の縦覧場所は、次のとおり 
である。 
  平成22年11月16日 
                                  天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介  
縦覧場所 天理市川原城町6 0 5番地 天理市役所内 天理市選挙管理委員会事務局 

 
                                  （平成22年12月２日掲示済） 
天選告示第23号 
 平成22年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並び
に市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する
選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を 
有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項第80条第１項、第81条第１項及び第86条第
１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項に規定する
選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。 
  平成22年12月２日 
                                  天理市選挙管理委員会 
                                   委員長 堀 内 靖 介  
50分の１の数 1 , 0 7 1人 
６分の１の数 8 , 9 1 8人  
３分の１の数 17,835人 

公営企業 
                                  （平成22年11月18日掲示済） 
天理市上下水道局告示第17号 
   天理市指定給水装置工事事業者の指定について 
 平成22年11月18日付をもって下記の者を天理市指定給水装置工事事業者として指定したので告示する。 
  平成22年11月18日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
天理市指定給水装置工事事業者 
商 号 アイテム㈱ 
代表者 下宮 貴世 
住 所 京都府宇治市五ヶ庄福角69－６ 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
天理市上下水道局管理規程第32号 
 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程（昭和42年４月天理市水道ガス部管
理規程第６号）の一部を次のように改正する。 
  平成22年11月30日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
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                                        中 谷  博  
 附則第４項の次に次の１項を加える。 
 （55歳に達した特定職員の給料月額の減額支給等） 
５ 企業職員の55歳に達した特定職員に対する天理市一般職の職員の給与に関する条例附則第９項の規定 
 の適用については、同項の表給料表欄中「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替える。 
 別表を次のように改める。 
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   附 則 
 この規程は、平成22年12月１日から施行する。 

 
                                  （平成22年11月30日掲示済） 
天理市上下水道局管理規程第33号 
 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程（平成18年３
月天理市水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 
  平成22年11月30日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
 附則第５項中「この規程」を「第１号」に、「平成21年改正規程附則第２項第１号に規定する減額改定
対象職員である者にあっては、当該給料月額に1 0 0分の99.76」を「次の各号に掲げる職員である者にあ
っては、当該給料月額に当該各号に定める割合」に改め、「相当する額」の次に「（天理市上下水道局に
勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程附則第５項の規定により給与が減ぜられて支給される職員
にあっては、当該額に1 0 0分の98.5を乗じて得た額）」を加え、同項に次の２号を加える。 
 (１) 平成21年改正規程附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員 1 0 0分の99 . 5 9 
 (２) 前号に掲げる職員以外の職員 1 0 0分の99 . 8 3 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規程は、平成22年12月１日から施行する。 
 （平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成22年12月に支給する期末手当の額は、天理市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す 
 る条例（平成22年11月天理市条例第35号）第１条の規定による改正後の天理市一般職の職員の給与に関 
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 する条例（以下次項において「改正後の給与条例」という｡)第20条第２項（同条第３項の規定により読 
 み替えて適用する場合を含む｡)及び第４項から第６項まで、第24条第１項から第３項まで若しくは第６ 
 項又は天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程（以下第１号において「給与 
 規程」という｡)附則第５項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下こ 
 の項において「基準額」という｡)から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という｡) 
 に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、 
 支給しない。 
 (１) 平成22年４月１日（同月２日から同年12月１日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用 
  される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲 
  げるものであるもの（改正後の給与規程附則第５項の規定が施行されていたとした場合においても同 
  項の規定の適用を受けず、かつ、天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程 
  の一部を改正する規程（平成18年３月水道局管理規程第１号）附則第５項の規定の適用を受けない職 
  員に限る｡)以外の職員（以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という｡)となった者にあ 
  っては、その減額改定対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、 
  地域手当及び住居手当の合計額に1 0 0分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日（以 
  下「施行日」という｡)の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間にお 
  いて、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期 
  間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数）を乗じて得た額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (２) 平成22年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手 
  当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額 
 （平成22年４月１日前に55歳に達した職員に関する読替え） 
３ 企業職員の平成22年４月１日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第９項の規定の適 
 用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の４月１日」とあるのは「天理 
 市上下水道局に勤務する企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程（平成22年11月上 
 下水道局管理規程第32号）の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の４月１日後」とあるの 
 は「同日後」とする。 
 （その他） 
４ 前２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

給料表 職務の級 号給 
１級 １号給から93号給まで 
２級 １号給から64号給まで 
３級 １号給から48号給まで 
４級 １号給から32号給まで 
５級 １号給から24号給まで 
６級 １号給から16号給まで 

企業職給料表 

７級 １号給から４号給まで 


